
 

  

 

 

 

 

 

報道関係者各位 

 

コロナ禍収束後を見据え、外国人旅行者向けの情報カードを作成しました 

 

  新型コロナウイルス感染症の収束後には、再び多くの外国人旅行者が山梨県を訪れるこ

とが予想されます。県ではこのほど、外国人旅行者が、安全に安心して本県に滞在できる

よう、災害発生時に外国人旅行者が必要とする情報及びハラールなどの戒律等による食の

禁忌の意思表示を伝えられる情報を掲載したカードを作成しました。 

   

内 容 ： 外国人旅行者向け防災情報・フードコミュニケーションカード（別添参照） 

      【防災情報】 

・ 災害時の初動対応（身の安全を守ることや施設の案内に従うこと） 

・ 県の多言語防災情報ページのアクセス情報 

・ 観光庁の災害情報サイト、やまなし医療ネット等のアクセス情報 

※ 英語、中国語（簡体字・繁体字）、フランス語にて掲載 

      【食の禁忌の意思表示】 

・ 食べられない食品の意思表示 

※ 英語、ピクトグラムにて掲載 

配布先 ： 県内旅館組合、観光協会、市町村、主な宿泊施設 

      （２月１７日に送付済み） 

作成枚数： １００万枚 

その他 ： 希望する施設へは観光振興課より送付します。 

      連絡先 ０５５－２２３－１６２０（県観光振興課国際観光振興担当）  

 

 

※取材は随時対応します。 

 

 

○問い合わせ先   観光振興課 電話：直通 055-223-1620   担当：仲村（内線 4415） 
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